
箕
面
市
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
三
号 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

子
ど
も
未
来
創
造
局
長　

 
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
参
加
促
進
補
助
金
交
付
要
綱
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
十
九
日 

箕
面
市
教
育
委
員
会
教
育
長　

藤　

迫　
　
　

稔
印　

 

み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
参
加
促
進
補
助
金
交
付
要
綱 

（
趣
旨
） 

第
一
条　

こ
の
要
綱
は
、
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ
参
加
促
進
補
助
金
（
以
下
「
補
助
金
」

と
い
う
。
）
の
交
付
に
関
し
、
箕
面
市
補
助
金
交
付
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
箕
面
市
規

則
第
二
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。 

（
補
助
対
象
者
） 

第
二
条　

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
者
（
以
下
「
補
助
対
象
者
」
と
い
う
。
）
は
、

箕
面
市
立
中
学
校
に
在
籍
す
る
生
徒
（
以
下
「
対
象
生
徒
」
と
い
う
。
）
の
保
護
者
と

す
る
。 

（
補
助
対
象
経
費
及
び
補
助
金
の
額
） 

第
三
条　

補
助
の
対
象
と
な
る
経
費
（
以
下
「
補
助
対
象
経
費
」
と
い
う
。
）
、
補
助
率

及
び
補
助
金
の
額
は
別
表
の
と
お
り
と
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
交
付
す
る
。 

（
補
助
の
回
数
） 

第
四
条　

補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
回
数
は
、
補
助
対
象
者
が
次
の
各

号
に
掲
げ
る
期
間
に
お
け
る
補
助
対
象
経
費
の
全
て
の
支
払
を
完
了
す
る
ご
と
に
、

対
象
生
徒
一
人
当
た
り
一
回
と
す
る
。 

　

一　

四
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で 

　

二　

九
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

　

三　

翌
年
一
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



（
補
助
対
象
期
間
） 

第
五
条　

補
助
金
の
対
象
と
な
る
期
間
（
以
下
「
補
助
対
象
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
四

月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
一
年
間
と
す
る
。 

（
交
付
申
請
及
び
申
請
期
間
） 

第
六
条　

補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
補
助
対
象
者
は
、
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ

参
加
促
進
補
助
金
交
付
申
請
書
兼
実
績
報
告
書
（
様
式
第
一
号
）
に
第
四
条
各
号
に

掲
げ
る
期
間
ご
と
の
補
助
対
象
経
費
の
実
支
出
額
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
箕

面
市
教
育
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２　

前
項
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
掲
げ

る
日
か
ら
、
補
助
対
象
期
間
が
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

　

一　

第
四
条
第
一
号
の
期
間
に
係
る
申
請　

当
該
期
間
が
属
す
る
年
度
の
八
月
一
日 

　

二　

第
四
条
第
二
号
の
期
間
に
係
る
申
請　

当
該
期
間
が
属
す
る
年
度
の
十
二
月
一

日 

　

三　

第
四
条
第
三
号
の
期
間
に
係
る
申
請　

当
該
期
間
が
属
す
る
年
度
の
三
月
一
日 

　

（
補
助
金
の
交
付
決
定
等
） 

第
七
条　

委
員
会
は
、
前
条
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
の
上
、
適

当
と
認
め
た
と
き
は
、
補
助
金
の
交
付
の
決
定
及
び
補
助
金
額
の
確
定
を
し
、
み
の

お
地
域
ク
ラ
ブ
参
加
促
進
補
助
金
交
付
決
定
通
知
書
兼
確
定
通
知
書
（
様
式
第
二
号
）

に
よ
り
補
助
対
象
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
補
助
金
の
請
求
） 

第
八
条　

補
助
対
象
者
は
、
前
条
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
請
求
書
を
速
や
か
に
委

員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
交
付
決
定
の
取
消
し
） 

第
九
条　

委
員
会
は
、
補
助
対
象
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
た



と
き
は
、
補
助
金
の
交
付
の
決
定
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

一　

こ
の
要
綱
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

二　

偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
交
付
の

決
定
を
受
け
た
と
き
。 

三　

補
助
金
を
そ
の
目
的
外
の
用
途
に
使
用
し
た
と
き
。 

２　

前
項
の
規
定
は
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
額
を
確
定
し
た
後
に
お
い
て

も
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

３　

委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
決
定
の
全
部
又
は
一
部
を
取

り
消
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
補
助
対
象
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
補
助
金
の
返
還
） 

第
十
条　

委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
の
決
定
を
取
り
消

し
た
場
合
に
お
い
て
、
補
助
対
象
者
の
当
該
取
消
し
に
係
る
部
分
に
関
し
、
既
に
補

助
金
が
交
付
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
返
還
を
命
ず
る
も
の
と

す
る
。 

２　

委
員
会
は
、
補
助
対
象
者
に
交
付
す
べ
き
補
助
金
の
額
を
確
定
し
た
場
合
に
お
い

て
、
既
に
そ
の
額
を
超
え
る
補
助
金
が
交
付
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、

そ
の
返
還
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
委
任
） 

第
十
一
条　

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
補
助
金
の
交
付
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
箕
面
市
教
育
委
員
会
教
育
長
が
定
め
る
。 

附　

則 

　

こ
の
要
綱
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



別
表
（
第
三
条
関
係
） 

 一　

補
助
対
象
経
費
は
、
補
助
対
象
者
が
み

の
お
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
に
お
い
て
支
出

す
る
年
会
費
、
月
会
費
又
は
そ
の
都
度
支

出
す
る
会
費
（
以
下
「
都
度
会
費
」
と
い

う
。
）
（
次
号
に
お
い
て
「
ク
ラ
ブ
会
費
」

と
総
称
す
る
。
）
と
す
る
。 

二　

ク
ラ
ブ
会
費
に
は
、
入
会
金
、
体
験
費
、

用
具
費
、
交
通
費
、
保
険
料
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
費
用
は
含
ま
な
い
。 

三　

第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
補
助

対
象
者
が
同
一
の
み
の
お
地
域
ク
ラ
ブ

活
動
に
お
い
て
月
会
費
又
は
都
度
会
費

と
年
会
費
と
を
重
複
し
て
支
出
し
て
い

る
場
合
は
、
補
助
対
象
経
費
か
ら
当
該
年

会
費
を
除
く
。

補
助
対
象
経
費

 十
分
の
十

補
助
率

 　

補
助
金
の
額
は
、

補

助

対

象

期

間

内

の

各

月

に

お

い

て

支

出

し

た

補

助

対

象
経
費
の
額
（
当
該

額

が

二

千

円

を

超

え
る
と
き
は
、
二
千

円
と
す
る
。
）
を
合

算
し
た
額
と
す
る
。

補
助
金
の
額


